
広島県とのやりとりをまとめました 

西部農林水産事務所は書類の受付事務所です。 

水産局水産課が許認可の判断をします。水産庁(国)との連絡などもこちらがします。 

それぞれの担当者は西部農林水産事務所 A 様  水産局水産課 B 様です。 

お名前や行間フォントなどは個人情報保護と読みやすくするため編集しましたが文章の変更はしておりませ

ん。 

５月１日と１３日に「登録の取り消し」とあります。これが最大の問題です。実際に書き換えた別表 6 が受付

されていますのでそんなこと出来ないのです。明らかな不当な行政指導にあたります。 

１０月１８日以降にまだ未公開だったやりとりもあります。 

   

◆３月８日西部農林水産事務所から 

管内遊漁船業者登録業者 様 

 遊漁船業の運営に当たっては、常日頃から安全な漁場案内に努めていただいているところです。 

 さて、令和４年４月 23 日に発生した知床遊覧船事故を踏まえ、旅客を搭載して事業を行う遊漁船業について

も一層の安全対策が求められていることから、この度、遊漁船業の適正化に関する法律及び関係法令が改正さ

れ、令和６年４月１日から施行されます。 

 今回の改正の内容は、遊漁船業者登録の厳格化、安全性の向上及び利用者の利益の保護のための損害賠償措

置の引上げ等が主なものとなっています。 

 ついては、この改正にあわせて当所でとりまとめた「新たに実施する必要のある主な事項」（参考資料）、水

産庁が作成した別紙のパンフレット「改正遊漁船業法について」及び新たな業務規程例をお送りしますので、

改正内容を御確認の上、法令に基づいた適切な運営をお願いします。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

┏┓ 

┗■ 広島県西部農林水産事務所水産課 A 

   Tel:082-513-5421 

   

◆４月２５日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。 

今回の法改正について質問です。 

業務規程例 

別表５のアルコール検査はいつだれが行うものでアルコール検査機はこちらで購入するのですか? 

別表６ 

○船釣りをする場合 

・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。 

上記項目は強制ですか?違反した場合の罰則はありますか?今回の改正では特にこの項目は無いように思いま

す。罰則などがなければ削除します。 

○瀬渡しをする場合 

・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。 

・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させま
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す。 

・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認しま

す。 

○体験漁業（観光定置、観光底びき等）をする場合 

・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。 

上記関係ない記述は削除してもよいのでしょうか? 

船釣での遊漁なので瀬渡し・体験漁業などは関係ありません。 

全体的に何も遊漁の現実を無視しているような内容ではないかと思います。 

全国津々浦々でいろいろ遊漁方法があるのに全てひとくくりになっているように感じます。 

その他まだまだ疑問点はあります。とりあえず気になったところをご返信いただければ幸いです。 

お忙しいところお手数かけます。よろしくお願いします。 

 

◆４月２５日西部農林水産事務所から 

遊漁船 みのり 藤原 進様 

別表５の質問についてですが、アルコール検査は遊漁船業者各自において実施していただくことになります。 

また、検査機は遊漁船業者各自で用意してください。 

別表６については、県庁に連絡したので、のちほど正式な見解を回答いたしますので、しばらくお待ちくださ

い。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

┏┓ 

┗■ 広島県西部農林水産事務所水産課 担当：A 

   Tel:082-513-5421 

    

◆４月２５日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。 

返信ありがとうございます。 

我々のような個人で遊漁船をやっているものが本人のアルコール検査を自分でやる? 

検査機もこちらが用意? 

私は普段からほとんど飲酒しません。 

なんかおかしな話ばかりですね。 

お手数かけます。別表 6 の件もよろしくお願いします。 

 

◆５月１日西部農林水産事務所から 

藤原 進 様 

先に照会のあった業務規程例の別表６に関する記載の削除について、県庁農林水産局水産課からその業務規程

が農林水産省令で定める基準に適合するかどうかについて連絡があったので、次のとおり回答いたします。 

・別表６の事項は、利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項の一つとして、業務規程に記

していただく必要のあるものです。 

業態として船釣りのみ営む場合、業務規程別表６のうち他の業態に係るものについては、営む業務に関係しな

いため、見え消し等で削除することもできると考えられます。 

しかし営む業務に関する項目を削除し、その是正に応じない場合は、遊漁船業の適正化に関する法律第 21 条第

1 項の規定により、その登録を取り消し等することができるとされています（添付ファイルの法律条文を参考に
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してください）。 

以上のことから「利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項」は削除できないということを

ご理解ください。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

┏┓ 

┗■ 広島県西部農林水産事務所水産課 A 

   Tel:082-513-5421 

    

◆５月１日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。 

回答ありがとうございます。 

下記について再度確認したいです。 

添付の法令を読んでも下記部分については記入がありません。関係がある法令があるなら具体的にお知らせく

ださい。 

例えばこの部分のみを以前のような選択制にしてもよいかです。 

以前の業務規程、別表 9 にこの項目があり私は○を付けずに提出しております。 

今回もこの項目を✖にすることなどで提出することは可能ですか? 

ちょうど本日、遊漁船主任者講習を受けました。講師の方にも質問しましたが明確な回答はありませんでし

た。 

週 5 日平均くらいで出船しております。今まで遊漁船船長が釣りをしていたために重大な事故につながった話

を聞いたことはありません。 

釣りをしているということは船を潮や風に流しているかアンカーを落として停泊しているかどちらかで基本止

まっている状態です。 

混みあった釣り場や悪天候時など安全管理ができない場合に釣りをしないのは当たり前で凪で半径 100m 以内

に船がいない状態でも釣りはしてはいけないとのことですか? 

そもそも業務規程例どおりに記入しなければ受付できないものなのでしょうか? 

いろいろお手数かけますが再度回答ください。 

別表６ 

○船釣りをする場合 

・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。 

上記項目は強制ですか?違反した場合の罰則はありますか?今回の改正では特にこの項目は無いように思いま

す。罰則などがなければ削除します。 

 

◆５月１３日西部農林水産事務所から 

藤原 進 様 

令和 6 年 5 月 1 日に再度照会のあった業務規程例の別表６に関する記載の削除・変更について、県庁農林水産

局水産課からその業務規程が農林水産省令で定める基準に適合するかどうかについて連絡があったので、次の

とおり回答いたします。 

・問い合わせの別表６に掲げる「・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」と

いう項目は、利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項の一つとして、『施行規則第 10 条第

4 号に規定する「漁場における安全管理を行うための体制」に適合させる項目の一つとして業務規程に記してい

ただく必要のあるもの』で、修正又は消除できないというのが水産庁の見解です。 
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・仮に、この項目を削除あるいは旧規程のように変更して届出をされた場合でもいったん受理せざるを得ませ

んが、是正していただくようお願いするとともに届出された業務規程をお返しすることになります。 

・それでも業務規程の是正に応じていただけない場合は、是正していただくよう業務改善命令を行うことにな

ります。 

・この命令後においても是正していただけない場合、遊漁船業の適正化に関する法律第 21 条第 1 項の規定によ

り、遊漁船業の登録の取り消し等をすることになります。 

以上のことから業務規程の「別表６ 利用者の安全の確保及び利益の保護に関する遵守すべき事項」である

「・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」という項目の削除・修正はできな

いということをご理解ください。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

┏┓ 

┗■ 広島県西部農林水産事務所水産課 担当：A 

   Tel:082-513-5421 

 

◆５月１３日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お手数かけました。ご連絡ありがとうございます。 

今後このことについてまた質問させていただくことがあると思います。 

出来ればこの規定をつくった方に直接質問したいことがたくさんあります。 

こちらもいろいろ調べます。 

またご連絡させていただきます。 

◆５月２７日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。何度もすいません。どうしても納得がいかないので下記文章を水産庁のホームページのフ

ォームより送信しました。 

返答があるかはわかりませんが一応そちらにも送信します。個人的意見は難しいかもしれませんがどう思われ

ますか?兼業漁師さんなどはお困りだと思いますよ。多分わからないように釣りをするとかで私のように問い合

わせされないだけで納得はしてないと思います。 

 

広島で遊漁船をしております。業務規程の改正を指示を受けております。その中の別表６「自ら釣りしませ

ん」の文言を質問したところ変更や削除は出来ないと水産課から連絡が来ました。今回の法改正では全く船長

の釣りという項目はありません。どの法律のどの部分を解釈すれば以前の任意から強制になりますか? 

第１０条 4 号にかかると聞きましたが今回この部分は変わっていないのでは?漁場ごとという文言があります。

例えば凪で半径１００m 船舶がいない状態でも遊漁船船長は釣りをしてはだめなのですか。私が業務を行う漁

場は混雑少なく業務時間大半は上記の状況です。「利用者を案内している間は、混雑した釣り場、悪天候時、狭

水道など利用者の安全の確保が難しい場合は船長及び業務主任者は自ら釣をしません。」と書き換えるのも不可

ですか?この部分を強制に代えられた責任者の方は全国の遊漁船事情をどの位把握されておりますか?いろいろ

な釣り場のいろいろな釣りスタイルがあります。どのくらいご存じですか?事情も分からず多様性を認めないの

ですか? 

プレジャーボートや漁師は人を乗せても釣りをしていいのですか?私の船で私が釣りをしていいのは一人で出た

時だけですか?人を乗せた時は燃料代も貰えないのが遊漁の法律と把握しています。人を乗せて釣りをする時は

料金を貰えないので名簿には記入しませんがそれは安全ですか?一人で出るのと人を乗せて出るのとどちらが安

全でか? 

見張り不十分で当てられる可能性はタクシーやバスが信号待ちで追突される可能性とどちらが高いですか? 
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水産庁の船も海上保安庁の船も自衛隊の船も事故がありましたよね。船長は乗組員の命を預かるのはいっしょ

ですよね? 

◆７月２３日こちらから西部農林水産事務所宛て（レポート添付） 

お世話になります。 

また B 様に転送お願いましす。 

６月２６日に再々質問を水産庁にしておりますが返答はありません。詳しい内容はみのりホームページに掲載

しております。 

添付ファイルは法律の専門家のお客様が調べて作られたレポートです。このレポートも水産庁に転送お願いし

ます。 

水産庁に回答をする気があるのかと任意に戻す検討をされるのかをご確認下さい。 

この業務規程を作られた責任者の方のメールアドレスは教えて頂けませんか？ 

大変お手数おかけします。水産庁は１か月近く返答がないのでよろしくお願いします。 

もしこのままうやむやになるようなら湯崎県知事に業務規程に嘘を書かされる件のご意見を伺いたいです。 

◆８月１日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。 

またお手数かけますが添付ファイルを B 様に転送と湯崎知事への転送が出来ればお願いします。 

未だに水産庁からの返答はありません。そちらかも経過の確認お願いいたします。 

◆８月１１日こちらから西部農林水産事務所宛て（知事宛て伺い書添付） 

お世話になります。 

知事にはこの文章いきましたか? 

何も連絡がありませんがいったいどうなってますか? 

水産庁にも確認お願いします。 

近日中に何かしらの連絡お願いします。 

 

◆８月１４日水産課から 

藤原 進 様 

 遊漁船業に係る業務規程についてご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 今般、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和６年４月 1 日に施行されたことに伴い、 

遊漁船業者の安全管理体制の強化の一環として、遊漁船業の登録・更新の際に、都道府県が利用者の安全に 

関する業務規程の内容を確認し、その記載内容が農林水産大臣が省令で定める基準に適合しているか、審査 

の対象とすることになりました。 

 また、今回の改正により、法律が施行される際、現に登録を受けている遊漁船業者の業務規程に利用者の 

安全管理に関する体制等が記載されていない場合、登録の欠格要件に該当することとなるため法改正を踏まえ 

た業務規程の変更を行うための猶予期間として改正法施行日から六月（令和 6 年 10 月 1 日）を経過するまでの

間は適用しないとされたところです。 

 さて、国が定める業務規程例のうち別表６（安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項）に掲げ

る「利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。」、この記載が省令第 10 条に規定

する利用者の安全確保等に関する基準に適合するために必須の記載事項に該当するのか等については、再質問

をいただいたことを踏まえ改めて国（水産庁）から回答されるとのことです。 

 県としては、今回の法改正を踏まえ、遊漁船業に係る業務規程等の審査を適切に行って参ります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広島県農林水産局水産課 



漁業調整グループ B 

〒730‐8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

電話：082-513-3616（ダイヤルイン） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◆８月１５日こちらから水産課宛て 

お世話になります。 

返信ありがとうございます。 

７月２３日のレポートと８月１日の知事への伺い書は湯崎知事は確認されましたか? 

この件は水産庁ではありません。広島県の話で一般常識があると思える知事にお伺いしております。 

届いていないようなら理由をお聞かせください。 

もう一度、知事室のページよりそちらに送ったことを確認します。 

水産庁の業務規程【例】を作られた責任者の方の連絡先アドレス、お名前はお知らせ頂けませんか。直接聞き

たいことがたくさんあります。 

提出期限も迫ってきました。このままでは【踏み絵】や【詐欺師】が使うような手口で書きたくもない根拠の

ない【嘘】を書かされます。 

B 様には大変お手数おかけします。水産庁の返事がきませんのでよろしくお願いします。 

 

◆８月１５日水産課から 

藤原 進 様 

 2024 年８月 15 日にご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 「７月２３日のレポートと８月１日の知事への伺い書は湯崎知事は確認されましたか?」については、知事は

県全体の運営と多忙な公務に従事しており、すべての問い合わせに対し個別に対応することは現実的に不可能

です。 

 そのため、知事の方針や意向のもと、各担当課が所掌事務について責任を持って対応しております。担当課

からの回答は、知事の考えを反映したものであることをご理解いただき、担当課からの回答をもってご了承く

ださるようお願いします。 

 また、「水産庁の業務規程【例】を作られた責任者の方の連絡先アドレス、お名前はお知らせ頂けません

か。」については、こちらから他組織の公開されていない情報をお知らせすることはできかねます。 

 なお、いただきましたご意見は、今後の県政運営の参考といたします。 

 

◆８月２０日こちらから水産課宛て（８月２０日感想文添付） 

お世話になります。 

こちらの添付ファイルも法律に詳しい方の見解です。先生とは７月２３日のレポートを作られた方です。 

必ず水産庁に送信お願いします。 

先日の知事への伺い書の件、知事が後から文書を止めていたことを知られても大丈夫ですか? 

【県知事の許可を得て遊漁船を営む県民が県に提出する書類に根拠のない嘘を書かされる】ことについてお聞

きしておりますよ。 

また難しい立場の B 様にはお手数かけます。よろしくお願いします。 

 

◆８月２３日水産課から(お客様が質問されたものが何故か私宛に届きました。理由は後で理解出来ました。) 

(お客様)C 様 



 お返事が遅れて申し訳ありません。 

 2024 年８月 16 日にご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 今般、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和６年４月 1 日に施行されたことに伴い、

遊漁船業者の安全管理体制の強化の一環として、遊漁船業の登録・更新の際に、都道府県が利用者の安全に関

する業務規程の内容を確認し、その記載内容が農林水産大臣が省令で定める基準に適合しているか、審査の対

象とすることになりました。 

従来から、遊漁船の船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は、

利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと（改正遊漁船業法第 12 条及び第 13 条）を遵守し、それぞれの業

務に専念する必要があることから、今般の法改正にあわせ、国が定めた業務規程例に「船長及び業務主任者は

自ら釣りをしない」旨が明記されています。 

 なお、遊漁船業務主任者の業務については、改正遊漁船業法施行規則第 15 条第 1 項第 3 号において、「利用

者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。」と定められており、

業務の一環として、利用者に釣り方を教えるために釣りをすることは認められますが、船長及び業務主任者が

自ら釣りをすることは、遊漁船業を行うに当たって船長及び遊漁船業務主任者の業務・職務では無いと認識し

ています。遊漁船業者が旧業務規程例の記載のように「漁場が込み合っている場合は釣りをしません」、「船長

以外に適切に見張りできる者がいる場合を除き、船長自ら釣りをしません」旨記載した場合、両者の業務では

ない、自身のための釣りも含まれることになることを踏まえ、業務規程例に「自ら釣りをしないこと」が規定

されたところです。 

 さて、遊漁船の利用者として４点ほどご質問をいただきましたが、いずれも、国が定める業務規程例のうち

別表６（安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項）に掲げる「利用者を案内している間は、船長

及び業務主任者は自ら釣りをしません。」、この記載例を踏まえ関係する改正遊漁船業法施行規則第 10 条に規定

する利用者の安全確保等に関する基準に適合するのか審査を行う際の県の考え方についてのお問い合わせであ

ると認識しています。 

質問 1 自らとは船長自身が一切の釣りをしないという意味合いなのか。 

（回答）お見込みのとおりです。ただし、その船長が遊漁船業を営んでいないとき（例：客は乗船せず、自身

が遊漁を楽しむ場合）の釣りは含みません。 

質問 2 利用者が指南を仰ぐ為に船長に依頼した場合は、「船長自らではない」と解釈できるのではないか。 

（回答）船長等が利用者の安全を確保したうえで、利用者に釣り方を教える一環として釣りを行うことは可能

だと考えています。 

質問 3 利用者が持ち帰る魚の数を増やしたい為に船長に依頼した場合は、「船長自らではない」と解釈できるの

ではないか。 

（回答）利用者の釣果を増やすことのみを目的とする場合は、釣り等に関して利用者への指導の範疇には該当

しないと考えます。 

質問 4 また、これらを鑑み、利用者からの要望に対しては、安全が担保出来る状況の詳細を明示し、機会を限

定して船長が釣りをすることもあり得る旨を業務規定に書き足して変更の届出をした場合、行政の立場として

受理するべく検討の余地があるか。 

※ 安全が担保出来るとは、例として風速 5m/s 以下かつ波高 50cm 以下で半径 50m 以内に他の船舶が居ない等

の状況です。 

（回答）遊漁船業を営むために規範となる業務規程には、船長等自ら釣りをしない旨、明記される必要がある

と考えます。なお、事業者とのやり取りの中でこうした見解の相違が解消せず、修正に応じていただけない場

合には、この業務規程の届出を受理する検討の余地はあると考えます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



広島県農林水産局水産課 

漁業調整グループ B 

〒730‐8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

電話：082-513-3616（ダイヤルイン） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◆８月２３日こちらから水産課宛て 

１通目 

お世話になります。 

こちらは C 様に送ります。 

また新たな矛盾が出てますよ。大丈夫ですか? 

私の１６日と２０日のメールには対応して頂けないのでしょうか? 

水産庁に続き水産課もフリーズですか? ６月２６日の質問から二か月です。それだけ考えても整合性のある回

答が出来ないのなら間違えたのです。 

追加、単純で簡単なすぐに回答できる質問です。 

遊漁船船長は営業中、釣り禁止ですか。?  イエスかノーでお答えください。 

業務規程【例】は業務規程ですか。?   こちらもイエスかノーでお答えください。 

その他の質問は今月中に必ず水産庁と県からの回答よろしくお願いします。 

もちろんこちらのメール全文も水産庁担当者に転送お願いします。 

またまた大変ご苦労とお手数かけます。 

２通目 

度々申し訳ございません。 

お客様への回答の最後の部分で確認です。 

「受理する検討の余地はあると考えます。」とは削除した場合でも受理するということですか? 

その場合は任意を認めるということですね。 

◆８月２４日こちらから水産課宛て 

お世話になります。昨日のメールについてです。 

１通目の「水産庁に続き水産課もフリーズですか?」は違うことが C 様宛てのメールを数回読み返してやっと理

解出来ました。私のところに届いたことも理解出来ました。 

お詫び致します。申し訳ありませんでした。 

私は間違いを認め謝罪しました。 

 

◆８月２９日水産課から１通目 

藤原 進 様 

ご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

  質問１ 遊漁船船長は営業中、釣り禁止ですか。? 

 （回答）遊漁船の船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこ 

       と、業務主任者は、利用者の安全管理等の業務を誠実に行うこと（改正遊漁船業法第 

       12 条及び第 13 条）を遵守し、それぞれの業務に専念する必要があることから、今般の 

       法改正にあわせ、国が定めた業務規程例に「船長及び業務主任者は自ら釣りをしない」 

       旨が明記されています。 

 質問２ 業務規程【例】は業務規程ですか。?  



 （回答）国が定めた業務規程例は、利用者の安全の確保等、要件に適合した業務規程を 

       作成してしたいただく際の指針となるものです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広島県農林水産局水産課 

漁業調整グループ B 

〒730‐8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

電話：082-513-3616（ダイヤルイン） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆８月２９日水産課から２通目 

藤原 進 様 

  ご意見等をいただいた件については、次のとおりです。 

 今般、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律が令和６年４月 1 日に施行されたことに伴い、 

遊漁船業者の安全管理体制の強化の一環として、遊漁船業の登録・更新の際に、都道府県が利用者の安全に 

関する業務規程の内容を確認し、その記載内容が農林水産大臣が省令で定める基準に適合しているか、審査 

の対象とすることになりました。 

 また、今回の改正により、法律が施行される際、現に登録を受けている遊漁船業者の業務規程に利用者の 

安全管理に関する体制等が記載されていない場合、登録の欠格要件に該当することとなるため法改正を踏まえ 

た業務規程の変更を行うための猶予期間として改正法施行日から六月（令和 6 年 10 月 1 日）を経過するまでの

間は適用しないとされたところです。 

 さて、遊漁船業を営むために規範となる業務規程には、船長等自ら釣りをしない旨、業務規程に明記される

必要があると考えますが、事業者とのやり取りの中でこうした見解の相違が解消せず、修正に応じていただけ

ない場合には、その改正法に基づく業務規程の変更届出自体は、受理することを原則として対応したいと考え

ております。 

届出の受理後、引き続き、その修正に応じていただけるよう指導等を行って参ります。 

（お問い合わせの内容） 

 お客様への回答の最後の部分で確認です。 

「受理する検討の余地はあると考えます。」とは削除した場合でも受理するというこ 

とですか? 

その場合は任意を認めるということですね。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広島県農林水産局水産課 

漁業調整グループ B 

〒730‐8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

電話：082-513-3616（ダイヤルイン） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◆８月２９日こちらから水産課宛て 

お世話になります。回答２件ありがとうございます。近々業務規程提出します。 

◆９月１０日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。 

おられるかどうかはわかりませんが明日、業務規程２部持参します。 

同じ内容を確認頂き１部に日付の入った受領印をお願いします。不在でしたらお伝えください。 



◆９月１１日こちらから水産課宛て 

B 様 

実際にお会い出来てご挨拶出来たことに感謝いたします。ありがとうございます。 

提出した内容に問題が無いかの返答はいただけますか? 

他の船長たちも心待ちにしていると思います。よろしくお願いします。 

◆９月２２日こちらから水産課宛て（不当な行政指導ファイル添付） 

B 様、お世話になります。 

ご存知と思いますが添付ファイルのご確認お願い致します。 

◆９月２７日こちらから水産課宛て 

お世話になります。 

私と同じ業務規程の内容を福山の事務所に提出する方もいます。 

不当な行政指導にならないようにお願いします。 

◆１０月３日こちらから水産課宛て（９月２６日・９月１１日ファイル添付） 

B 様 

お世話になっています。 

他県ではまだまだ不当な行政指導がされているようです。 

下記メールを島根県ホームページより送りました。 

間違っているものは間違っていると言える組織であることを願います。 

 

From: Fujihara <april27@ae.auone-net.jp>  

Sent: Thursday, October 3, 2024 5:16 PM 

To: ' 

Subject: 水産課、遊漁船担当者 D 様 

初めまして。広島の遊漁船みのり 藤原と申します。 

浜田の遊漁船 E 丸さんに聞きました。業務規程別表 6「自ら釣りしません」を私のような書き換えが出来ないと

対応されていますね。 

不当な行政指導になる可能性が高いですよ。 

添付ファイルを見ていただいたら行政指導であり強制でないことは明らかです。水産庁長官の名前で根拠書類が

存在しないとも書かれてますよ。 

広島県水産課の B 様と水産庁は F 様(9/11 の○○様)にもご確認下さい。 

私のホームページをよく確認して頂き今後どういう対応されるか返事ください。 

◆１０月８日こちらから水産課宛て（山形県とのやりとりファイル添付） 

お世話になります。 

まだまだ他県ではこんな状況です。もちろんこのこともアップしてます。 

また B 様にお手数かけることになるかもしれません。 

◆１０月１８日こちらから水産課宛て 

お世話になります。 

本日、聞いた話の確認をしたいです。 

広島県の水産事務所での話です。 

私と同じ別表６を変更届と提出しようとされた方が「その必要がなくなりました。」と言われたそうです。 

どういう意味でしょうか。書き換え削除しなくでも釣りを認める。「自ら釣りしません」は変更届を出さなくで

も任意と言うことでしょうか? 

mailto:april27@ae.auone-net.jp


お忙しいところお手数かけます。 

◆１０月２１日こちらから西部農林水産事務所宛て 

お世話になります。 

G 丸 H さんより聞きました。 

「遊漁船船長は釣り禁止ですか」の質問に自ら釣りしませんの「業務規程を変更しなくても大丈夫です」と答

えた方がそちらにおられるようです。 

本日、水産課の方からも電話ありましたが何も変わっていないのでそのようなことは無いと連絡いただきまし

た。 

私と同じ別表６は渡しております。 

どういうことでしょうか? 

 

◆１０月２２日西部農林水産事務所宛から 

藤原進様 

 

伝聞での情報交換は、齟齬が生じることが多いので、別表６に関する水産庁の見解を連絡いたします。 

 

「近年、遊漁船業において、事故による死傷者数は増加傾向にあり、事故の主な要因は営業中の見張り不十分

だとされており、船長や遊漁船業務主任者（以下、業務主任者）が利用客を案内中に自身が消費するためや販

売目的で自ら釣りをする実態が見聞されているところです。 

従来、船長は操船の責任者として航行の安全を確保するための業務を行うこと、業務主任者は利用者の安全管

理等の業務を誠実に行うこと（同法第 12 条及び第 13 条）を遵守する必要があることから、今般の法改正に

あわせ、業務規程例に船長及び業務主任者が釣りをしない旨を明記したとのことです。 

なお、施行規則第 15 条第３号に定める「安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言」

として利用者の釣りの指導等を行うことは業務の範疇として認められますが、その場合であっても、利用者の

安全管理として周囲の監視等をしながら実施されたい。」とのことです。 

 

要約すると、別表６の記載が業務規程例のとおりであっても、監視をしながら利用者への釣の指導等はできる

ということです。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

┏┓ 

┗■ 広島県西部農林水産事務所水産課 A 

   Tel:082-513-5421 

    

◆１０月２２日こちらから西部農林水産事務所宛て 

早速の返信ありがとうございます。 

私が本人から聞いた話とは少し違います。 

私は何度もやり取りして下記の内容は存知上げていますが G 丸船長にこのような指導ためとかの説明はされて

いないようです。変更の必要がなくなったとだけ言われたようです。 

指導は安全?自らのためは危険? 指導のために釣りは出来るが「自ら釣りしません」?見張り不十分になる? 

とにかく矛盾だらけですね。私のページを見ていただければわかると思います。 

誤った行政指導をされないように願います。 

B 様にも転送します。 

tel:082-513-5421

